
ミネソタ日本語補習授業校　図書室利用規約

1. 貸出の上限、返却期限

• 貸し出しの点数の上限は、一人7点とする。

• 返却期限は4授業日目の土曜日とする。

2. 図書カード

• 生徒一人につき1枚、保護者は一家族につき1枚発行する。

• カードの再発行は、１回目は無料、2回目以降は利用者の実費負担（＄5）とする。

• 図書カードを忘れた場合でも各年度、3回までは図書を借りることができる。4回目忘れの

時点でカード紛失と判断し、再発行する。

• ひよこ組は、カード発行の際誓約書を提出する。

• 退学時は図書カードを返却の事とする。 

3. 延滞

• 延滞の判断は、Koha・OPAC上の貸出データを基準としておこなう。

4. 紛失

• 図書の返却期限を2ヶ月超えた場合は紛失したものと判断する。

5. 弁償

• 図書を紛失した利用者は、弁償の請求が届いた日の次の授業日から1ヶ月以内に、新品、も

しくは新品同様の同一の図書を購入し図書室に提供する。利用者自身が入手できない場合は、

図書の定価および国内、海外送料・手数料を含む費用を負担する。また、その場合は図書委

員が図書の購入を代行する。廃刊などで入手が困難な図書の取り扱いは、図書委員の判断に

ゆだねる。

• 図書を紛失した利用者は、弁償の手続きが完了するまであらたな貸出を停止する。

• ＤＶＤを紛失した利用者は、弁償の請求が届いた日の次の授業日から1ヶ月以内に、１点に

つき＄５を負担する。

The Minnesota Japanese School admits students of any race, color, and national or ethnic origin.
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